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令和８年第２回南幌町議会臨時会会議録        ５月７日 

                            （午前９時３０分） 

議  長 おはようございます。 

本日をもって召集されました令和８年第２回南幌町議会臨時会を開

会いたします。 

本日の出席議員数は１１名でございます。直ちに本日の会議を開き

ます。 

本臨時会の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりでござ

います。 

●日程１ 会議録署名議員の指名を行います。 

指名につきましては、会議規則第１２５条の規定により議長におい

て指名いたします。 

８番 石川 康弘議員、９番 高橋 修平議員。以上、御両名を指

名いたします。 

●日程２ 会期の決定をいたします。 

お諮りいたします。本臨時会の会期は、５月７日、本日１日限りと

いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会は５月７日、本日１日限り

と決定をいたしました。 

●日程３ 諸般報告をいたします。 

・１番目 会務報告は、お手元に配付したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

・２番目 例月出納検査結果報告は、監査委員より令和８年２月分

及び３月分の例月出納検査結果の報告がありました。その内容につい

ては、お手元に配布したとおりでございます。 

これをもちまして報告済みといたします。 

●日程４ 議案第２０号 専決処分の承認を求めることについて

（令和７年度南幌町一般会計補正予算（第８号））を議題といたしま

す。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２０号 専決処分の承認を求

めることにつきましては、令和７年度南幌町一般会計補正予算（第８

号）であり、歳出では、ふるさと応援寄附事業、町道除排雪事業等に

係る経費の減額、歳入では、町税、地方消費税交付金、地方交付税等

の最終確定に伴う精査が主な理由です。 

その結果、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３，０８

０万３，０００円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

８０億１，９９３万８，０００円とするものです。 

詳細につきましては、副町長が説明いたしますので、御承認賜りま

すようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。副町長。 

副 町 長 それでは、議案第２０号 専決処分書 令和７年度南幌町一般会計

補正予算（第８号）の説明を行います。 
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初めに、歳出から説明いたします。予算書１４ページを御覧くださ

い。 

２款総務費１項３目財産管理費、補正額８，８８１万５，０００円

の追加です。財産管理経費で、財政調整基金積立金１億６８０万７，

０００円の追加、南幌温泉ハート＆ハート基金積立金２６１万７，０

００円の追加、ふるさと応援基金積立金２，０６６万９，０００円の

減額、森林環境譲与税基金積立金６万円を追加するものです。 

次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費、補正額はありません。

財源内訳を変更するものです。 

次に、４款衛生費１項２目予防費、補正額４１４万円の減額です。

次ページにかけて、成人保健事業で各種検診事業の確定による精査、

感染症予防事業で各種予防接種経費の確定により精査するものです。 

次に、６款商工費１項１目商工振興費、補正額７８１万円の減額で

す。ふるさと応援寄附事業で、ふるさと応援寄附金額の確定により関

連する経費を精査するものです。なお、お手元に令和７年度のふるさ

と応援寄附金実績資料をお配りしております。寄附金実績は、１３，

１１６件、１億７，９３３万６００円となります。 

次に、７款土木費２項２目道路維持費、補正額４，４５０万７，０

００円の減額です。次ページにかけて、町道除排雪事業で事業費の確

定により精査するものです。なお、令和７年度除排雪業務の実績資料

をお配りしておりますので、参考としてください。 

次に、９款教育費１項３目教育振興費、補正額１５５万５，０００

円の減額です。高等学校等通学費補助事業で、事業費の確定により精

査するもので、１５２名に対し補助金を交付しております。 

次に、歳入の説明を行います。予算書９ページを御覧ください。 

１款町税１項２目法人、補正額６８４万円の追加です。 

４項１目町たばこ税、補正額１１５万５，０００円の減額です。 

５項１目入湯税、補正額２６１万６，０００円の追加です。 

２款地方譲与税１項１目地方揮発油譲与税、補正額１７７万２，０

００円の減額です。次ページにまいります。 

３項１目森林環境譲与税、補正額６万円の追加です。 

３款利子割交付金１項１目利子割交付金、補正額１１１万７，００

０円の追加です。 

４款配当割交付金１項１目配当割交付金、補正額１１９万８，００

０円の追加です。 

５款株式等譲渡所得割交付金１項１目株式等譲渡所得割交付金、補

正額４９８万２，０００円の追加です。次ページにまいります。 

６款法人事業税交付金１項１目法人事業税交付金、補正額１３５万

４，０００円の追加です。 

７款地方消費税交付金１項１目地方消費税交付金、補正額２，５５

２万２，０００円の追加です。 

８款ゴルフ場利用税交付金１項１目ゴルフ場利用税交付金、補正額

１３９万３，０００円の追加です。 

９款環境性能割交付金１項１目環境性能割交付金、補正額１４６万
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９，０００円の追加です。次ページにまいります。 

１０款地方特例交付金２項１目新型コロナウイルス感染症対策地方

税減収補填特別交付金、補正額４万５，０００円の追加です。 

１１款地方交付税１項１目地方交付税、補正額１，３１１万４，０

００円の追加です。特別交付税の確定によるもので、これにより令和

７年度の特別交付税の交付額は、４億４，３１１万４，０００円とな

ります。 

１５款国庫支出金２項１目総務費国庫補助金、補正額５０８万４，

０００円の減額です。 

４目土木費国庫補助金、補正額２，５４４万６，０００円の追加で

す。１節道路橋梁費国庫補助金、４４４万６，０００円の追加、４節

臨時道路除排雪事業費補助金、２，１００万円の追加です。それぞれ

補助金の確定によるものです。次ページにまいります。 

１８款寄附金１項３目ふるさと応援寄附金、補正額２，０６７万円

の減額です。令和７年度ふるさと応援寄附金の確定によるものです。 

１９款繰入金１項１目財政調整基金繰入金、補正額２，４１７万

２，０００円の減額です。財源調整を行うものです。これにより、令

和７年度末基金残高は、１０億４，４５０万８，５２２円となりま

す。 

５目ふるさと応援基金繰入金、補正額１５０万円の減額です。財源

調整を行うものです。これにより、令和７年度末基金残高は、２億

５，１７５万４，２９５円となります。 

以上、歳入歳出それぞれ３，０８０万３，０００円を追加し、補正

後の総額を８０億１，９９３万８，０００円とするものです。 

以上で、議案第２０号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。 

議案第２０号 専決処分の承認を求めることについて（令和７年度

南幌町一般会計補正予算（第８号））は、原案のとおり承認すること

に御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

●日程５ 議案第２１号 専決処分の承認を求めることについて

（町税条例の一部を改正する条例）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２１号 専決処分の承認を求

めることにつきましては、地方税法等の改正に伴い、町税条例の一部

を改正する必要があるため、本案を提案するものです。 
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詳細につきましては、税務課長が説明いたしますので、御承認賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。税務課長。 

税務課長 それでは、議案第２１号 専決処分の承認を求めることについて

（町税条例の一部を改正する条例）制定について御説明いたします。 

地方税法等を改正する法律が３月３１日に公布され、４月１日施行

に伴い、町税条例の一部を改正する条例を３月３１日専決処分として

公布したところであり、本日の議会で報告し、承認を求めるもので

す。 

改正の主な内容は、関係法令の改正に伴う条文規定の整備です。 

それでは、別途配付いたしました議案第２１号資料 新旧対照表で

御説明いたします。左が改正後の新条例、右が改正前の旧条例であ

り、下線の箇所が改正部分です。 

第１８条の３は、納税証明事項に関する規定で、法律の改正に伴う

改正で、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、種別割を軽自動車税に

改めるものです。 

次に、１ページ中段から２ページ中段にかけて、第１９条は、納期

限後に納付し又は納入する税金又は納入金に係る延滞金に関する規定

で、法律の改正に伴う改正で、引用条項の整理です。 

次に、２ページ中段、第３３条は、所得割の課税標準に関する規定

で、法律の改正に伴う改正で、特定大口株主配当等の特定配当等への

追加に伴う引用条項の整理です。 

次に、２ページ下段から３ページ上段、第８０条は、軽自動車税の

納税義務者等に関する規定で、法律の改正に伴う改正で、軽自動車税

環境性能割廃止に伴い、第１項の条文を改め、第２項の削除、第３項

は条文を整理し、第２項とするものです。 

次に、３ページ中段から４ページ上段にかけて、第８１条は、軽自

動車税のみなす課税の規定で、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、

第１項、第２項は条文を改め、第３項、第４項を削除するものです。 

次に、４ページ上段から５ページ中段にかけ、第８１条の３、環境

性能割の課税標準の規定から第８１条の８、環境性能割の減免規定ま

で、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い条項の削除をするものです。 

次に、５ページ中段、第８２条から８ページ中段第９０条までは、

法律の改正に伴う改正で、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、見出

しの種別割を軽自動車税の規定に改め、条文を整理するものです。 

次に、８ページ下段から９ページ上段、第９１条、原動機付自転車

及び小型特殊自動車の標識の交付等の規定で、法律の改正に伴う改正

で、軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、種別割を軽自動車税に改

め、引用条項を整理するものです。 

次に、９ページ中段から１０ページ中段、制定附則 第７条の３

は、個人の町民税の住宅借入金等特別税額控除の規定で、法律の改正

に伴い削除し、第７条の３の２を第７条の３とし、見出しを個人の町

民税の住宅借入金等特別税額控除とし、法の改正に伴い条文を整備す

るものです。 
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次に、１０ページ下段から１１ページ中段、第８条は、肉用牛の売

却による事業所得に係る町民税の課税の特例の規定で法律改正に伴う

特例期限の延長及び引用条項を整備するものです。 

次に、１１ページ中段、第１０条の２は、法附則第１５条第２項第

１号等の条例で定める割合の規定で、法律の改正に伴い割合を３分の

２から２分の１に改正し、引用条項を整理するものです。 

次に、１１ページ下段から１４ページ中段、第１０条の３は、新築

住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者が

すべき申告の規定で、法律改正に伴い所用の整備、引用条項の整備を

するものです。 

次に、１４ページ下段、第１５条の２、軽自動車税の環境性能割の

賦課徴収の特例から１７ページ上段、第１５条の６、軽自動車税の環

境性能割の税率の特例の規定までは、法律の改正に伴う軽自動車税環

境性能割廃止に伴い削除するものです。 

次に、１７ページ中段から１８ページ中段、第１６条は、法律の改

正に伴う軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、見出しの種別割を軽自

動車税に改め、第１項は、引用条項の整理、第２項は、対象期間を令

和４年４月１日から令和８年３月３１日までを令和７年４月１日から

令和１０年３月３１日までに、第３項は、対象期間を令和４年４月１

日を令和７年４月１日に改め、引用条項を整理し、第４項を削除する

ものです。 

次に、１８ページ中段から１９ページ中段、第１６条の２は法律の

改正に伴う軽自動車税環境性能割の廃止に伴い、見出し及び条文中の

種別割の削除、引用条項を整理するものです。 

次に、１９ページ中段、第１６条の３、上場株式等に係る配当所得

等に係る町民税の課税の特例、第３項第２号から２０ページ中段、第

１６条の４、土地の譲渡等に係る事業所得等に係る町民税の課税の特

例、第３項第２号までは、法律の改正に伴い引用条項を整備するもの

です。 

次に、２０ページ下段から２１ページ上段、第１７条、長期譲渡所

得に係る個人の町民税の課税の特例の規定で、第３項第２号で、法律

の改正に伴う引用条項の整理をするものです。 

次に、２１ページ中段から２２ページ上段、第１７条の２、優良住

宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る町

民税の課税の特例の規定で、法律の改正に伴い適用年限を令和８年度

から令和１１年度に延長するものです。 

次に、２２ページ中段、第１８条、短期譲渡所得に係る個人の町民

税の課税の特例、第５項第２号から２６ページ第２０条の３、条約適

用利子等及び条約適用配当等に係る個人の町民税の課税の特例、第５

項第２号までは、法律の改正に伴い引用条項を整理するものです。 

次に、２７ページ、改正附則第１条は、施行期日を規定するもので

す。 

第２条は、固定資産税に関する経過措置、第３条は軽自動車税に関

する経過措置を規定するものです。 
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次に、２８ページ、附則 第４条による改正で、第５条は、軽自動

車税に関する経過措置の規定で軽自動車税環境性能割廃止に伴い、種

別割を削除するものです。 

以上で、議案第２１号 町税条例の一部を改正する条例制定につい

ての説明を終了いたします。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第２１号 専決処分の承認を求める

ことについて（町税条例の一部を改正する条例）は、原案のとおり承

認することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

●日程６ 議案第２２号 専決処分の承認を求めることについて

（南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）を議題といたし

ます。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２２号 専決処分の承認を求

めることにつきましては、地方税法施行令の改正に伴い、南幌町国民

健康保険税条例の一部を改正する必要があるため、本案を提案するも

のです。 

詳細につきましては、住民課長が説明いたしますので、御承認賜り

ますようよろしくお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。住民課長。 

住民課長 それでは、議案第２２号 専決処分書 南幌町国民健康保険税条例

の一部を改正する条例制定について御説明いたします。 

本条例の制定につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政

令が本年３月３１日に公布、４月１日に施行されたことに伴い、南幌

町国民健康保険税条例の一部を改正する条例制定を３月３１日に専決

処分し、公布したところであり、本議会臨時会において報告し、承認

を求めるものです。 

初めに、改正の概要について申し上げます。 

１点目は、国民健康保険税課税限度額の見直しでございます。国民

健康保険被保険者間の保険税負担の公平の確保及び中間所得層に配慮

した保険税とするため、医療分である基礎課税分の課税限度額を１万

円引き上げて、後期高齢者支援金分及び介護納付金分との合計の上限

額総額を、現行１０９万円から１１０万円に改正するものでございま

す。 

２点目は、国民健康保険税の軽減判定所得基準の改正でございま

す。国民健康保険制度では、一定の所得以下であると、均等割と平等
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割について、７割、５割、２割の軽減措置が受けられますが、このた

びの改正では、５割軽減と２割軽減の基準を改め、低所得者のより幅

広い層が軽減対象となるよう改正するものでございます。 

それでは、別途配付しております議案第２２号資料 新旧対照表を

御覧ください。左側が改正後、右側が改正前、下線の部分が改正箇所

です。 

第２条第２項については、基礎課税分の限度額を６６万円から１万

円引き上げ、６７万円に改めるものです。 

次に、第２６条第１項については、第２条の限度額の改正に伴い改

めるものです。 

次に、第２号については、５割軽減基準の規定で、次ページにかけ

まして、５割軽減の対象となる世帯の判定所得の算定における被保険

者の数に乗ずべき金額を、現行３０万５，０００円から３１万円に引

き上げるものでございます。 

次に、第３号については、２割軽減基準の規定で、２割軽減の対象

となる世帯の判定所得の算定における被保険者の数に乗ずべき金額

を、現行５６万円から５７万円に引き上げるものでございます。 

次に、同条第３項については、出産に伴う負担軽減の規定で、法律

の引用条項の整理を行うものございます。次ページにまいります。 

第４項については、子ども・子育て支援納付金課税額における１８

歳未満被保険者に係る均等割額の減額に係る規定で、文言を整理する

ものでございます。 

附則として、第１項については、この条例は、令和８年４月１日か

ら施行する。 

第２項については、国民健康保険税条例の経過措置を規定するもの

でございます。 

以上で、議案第２２号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第２２号 専決処分の承認を求める

ことについて（南幌町国民健康保険税条例の一部を改正する条例）

は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり承認することに

決定をいたしました。 

●日程７ 議案第２３号 工事請負契約について（準工業用地等整

備工事（第１工区））を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２３号 工事請負契約につき

ましては、準工業用地等整備工事第１工区にあたり、過日入札を執行
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したところです。 

契約の内容につきましては、都市整備課長が説明いたしますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。都市整備課長。 

都市整備課長 それでは、議案第２３号 工事請負契約につきまして御説明を申し

上げます。 

１契約の目的、準工業用地等整備工事第１工区。工事の主な内容に

つきましては、準工業用地等整備工事のうち、東側区画内道路の舗装

工事を行うものです。 

２契約の方法、指名競争入札。 

３契約金額、１億２，９６９万円、内消費税及び地方消費税の額

１，１７９万円。本件につきましては、去る４月２４日、指名５社に

よる入札を執行しております。なお、落札率は９９．２％でございま

す。 

４契約の相手方、玉川・土井総業・大同舗道特定建設工事共同企業

体。代表者、恵庭市相生町４丁目６番３０号、株式会社玉川組 代表

取締役社長 玉川 裕一。構成員、空知郡南幌町南１１線西６番地、

株式会社土井総業 代表取締役 土井 義博。構成員、札幌市中央区

北２条東１７丁目２番地、大同舗道株式会社 代表取締役社長 金子 

立一。 

参考としまして、工期は、契約締結日より令和８年９月１８日まで

としております。 

以上で、議案第２３号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第２３号 工事請負契約について

（準工業用地等整備工事（第１工区））は、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程８ 議案第２４号 工事請負契約について（準工業用地等整

備工事（第２工区））を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２４号 工事請負契約につき

ましては、準工業用地等整備工事第２工区にあたり、過日入札を執行

したところです。 

契約の内容につきましては、都市整備課長が説明いたしますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。都市整備課長。 
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都市整備課長 それでは、議案第２４号 工事請負契約につきまして御説明を申し

上げます。 

１契約の目的、準工業用地等整備工事第２工区。工事の主な内容に

つきましては、準工業用地等整備工事のうち、西側区画内道路の舗装

工事を行うものです。 

２契約の方法、指名競争入札。 

３契約金額、１億７，８２０万円、内消費税及び地方消費税の額

１，６２０万円。本件につきましては、去る４月２４日、指名５社に

よる入札を執行しております。なお、落札率は９８．２７％でござい

ます。 

４契約の相手方、草野・南幌土建・共立道路特定建設工事共同企業

体。代表者、江別市上江別西町１６番地、草野作工株式会社 代表取

締役 草野 貴友。構成員、空知郡南幌町元町１丁目４番５号、株式

会社南幌土建 代表取締役 峰尾 義明。構成員、夕張郡栗山町字大

井分３２６番地、共立道路株式会社 代表取締役 鵜川 昌久。 

参考としまして、工期は、契約締結日より令和８年９月１８日まで

としています。 

以上で、議案第２４号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第２４号 工事請負契約について

（準工業用地等整備工事（第２工区））は、原案のとおり決定するこ

とに御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

●日程９ 議案第２５号 財産の取得について（学校情報機器更

新）を議題といたします。 

理事者より提案理由の説明を求めます。町長。 

町  長 ただいま上程をいただきました議案第２５号 財産の取得につきま

しては、学校情報機器の更新にあたり、過日入札を執行したところで

す。 

契約の内容につきましては、生涯学習課長が説明いたしますので、

よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。 

議  長 内容の説明を求めます。生涯学習課長。 

生涯学習課長 議案第２５号 財産の取得について説明いたします。次ページを御

覧願います。 

１取得の目的、学校情報機器更新。 

２取得する財産、名称、校務用コンピュータ備品。数量、一式。 

３取得の方法、指名競争入札。 
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４契約金額、３，７７１万２００円、内消費税及び地方消費税の額

３４２万８，２００円。本件につきましては、小中学校におけるＩＣ

Ｔ教育の充実と円滑な運用を図るため、校務用コンピュータの更新を

行うもので、去る４月２４日に指名５社による競争入札を執行してお

ります。なお、落札率は６４．１３％でございます。 

５契約の相手方、札幌市中央区北１条東２丁目５番２号、富士電機

ＩＴソリューション株式会社北海道支店 支店長 小松 俊也。 

参考としまして、納期は、契約締結日より令和９年３月３１日まで

としています。 

以上で、議案第２５号の説明を終わります。 

議  長 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。 

（なしの声。） 

御質疑がありませんので、質疑を終結いたします。 

お諮りいたします。本案につきましては、この際討論を省略し、直

ちに採決いたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 

（なしの声。） 

それでは採決いたします。議案第２５号 財産の取得について（学

校情報機器更新）は、原案のとおり決定することに御異議ありません

か。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本案は原案のとおり可決することに

決定をいたしました。 

以上で、本臨時会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

した。 

ただいまをもって閉会といたしたいと思いますが、御異議ありませ

んか。 

（なしの声。） 

御異議なしと認めます。よって本臨時会はただいまをもって閉会と

いたします。 

御苦労さまでした。 

 （午前１０時９分） 
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